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法人制度・税制改革を

どのように評価するか

――現行の公益法人制度を見直す公益

法人制度改革関連3法が2006年に成立

し、08年12月1日の施行が予定されてい

ます。本日は、この制度改革についてお

話をお伺いしたいと思います。

太田達男 まず、今回の制度改革に至

る経緯を簡単に説明しておきましょう。

1996年、当時の連立与党の行政改革

プロジェクトチームが公益法人の運営

に関する提言をしたことがそもそもの始

まりです。このなかで、行政委託型公益

法人や内部留保が多い法人の問題が指

摘され、行政改革を行うためには、まず

公務員制度を改革し、次に特殊法人、

その次に公益法人制度を改革すべきだ

という認識だったのです。

これを受けて政府は公益法人の設

立・指導監督基準を閣議決定に格上げ

したり、中間法人法を制定したりしま

したが、肝心の公益法人制度について

はすぐに着手したわけではありません。

00年にKSD事件が起こり、国会やマス

コミで大きく取り上げられましたが、こ

れによって政府も公益法人の制度改革

に本腰を入れることになりました。そし

て00年12月に行政委託型公益法人なら

びに一般の公益法人についても改革を

推進する内容の行政改革大綱が閣議決

定され、そこから約8年かかって、よう

やく08年12月に新法制が施行されるこ

とになったのです。

堀田力 公益法人は役人の天下りの温

床で、甘い汁を吸っているから締めつけ

ようという発想が、この改革の根本にあ

ります。しかし本来、公益法人制度は、

政府とは違う判断基準をもつ民間が、

いかに公益を実現しやすくするかという

視点が必要なはずです。しかし、この本

来あるべき視点が、たまたまクローズア

ップされた問題に流され、違う方向に行
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きそうになったのです。そこで、太田さ

んと私が中心となって「民間法制・税

制調査会」を04年に発足させ、本来あ

るべき基本の視点に立って改革すべき

だと主張してきました。我々の一番の主

張は、民の活力を損なわないように、官

の監督やコントロール権限をなるべく少

なくすることでした。NPOの協力も得な

がら活動を続けた結果、我々の声は、

法人制度についてはある程度、税制改

革の基本ラインについてはかなりの程

度、反映されたと思います。

今回の公益法人制度は、これまでの

公益法人と中間法人を廃止し、一般的

な非営利法人（一般社団法人・一般財

団法人〔以下、一般法人〕）と、公益性

を有する法人（公益社団法人・公益財

団法人〔以下、公益法人〕）の2段階に

分けています。そして、これまで法人設

立には各主務官庁の許可が必要だった

のが、一般法人の法人格は、事業の公

益性の有無にかかわらず登記するだけ

で取得できるようになります。これは、

ある意味で監督がなくなったようにもみ

えます。しかし、一般法人からさらに公

益法人になる場合には、第三者機関に

よる公益性の認定を受けなければなり

ません。この公益の認定が問題で、大き

な議論の余地を残しました。

太田 税制面ではかなりよくなりまし

た。公益法人に対する画期的ともいえ

る大幅な支援税制が、平成20年度税制

改正の一環として国会に提出されてい

ます。また、公益認定を取らない一般法

人についても、非営利性や共益性を有

する法人には収益事業のみ課税すると

いう、その点では従来の公益法人税制

と同程度の優遇措置を講じることにな

ります。

さらに、法律の施行日から5年間の移

行期間は、一般法人であっても従来非

課税とされていた固定資産税について

は非課税を継続するなどの配慮をして

います。これについては、次のような見

方もあるようです。公益認定のハードル

が高くなりそうなので、新公益法人には

なれないところが多数出てくる。そうし

たところもソフトランディングさせなけ

ればいけないだろうという、政治的配慮

ではないかということです。

堀田 税制改正でいろいろな動きがあ

ったのは、財務省のメンバーがよかった

からです。民間の力を活用しようという

柔軟な発想の若いメンバーになったこと

で、原則の形はいいものになったと思い

ます。

公益法人改革でできることと

できないこと

堀田 本来、公益法人とNPO、NGOは

同じものですから、今回の公益法人に

対する税法はNPO、NGOに対しても適

用されるべきだと思います。

日本は長い間、公益法人とNPOを分

けてきて、公益法人は官の牙城で、

NPOは反乱者のようなところがありま

した。今度の改革も、公益法人をそれ

ほど認めないという前提で税制の優遇

が認められたということになると、それ

をNPOにまで波及させるのは難しいで

しょう。そうなると、NPOを公益法人に

近づけるという段階を経ざるをえないだ

ろうと思います。

そのために我々は今後、公益法人を

どんどん広げて、やがてNPOを全部吸

収するという方向に向けて、その合理性

を説明するなどの運動をしていかなけれ

ばなりません。

――社会福祉法人や学校法人など、米

国などでは免税団体として同じように扱

われている団体に対して、今回の税制は

適用されないのですか。

太田 今回はまったく適用の対象外で

す。本来なら同様に扱うべきものがそう

なっていないのは、日本の非営利法人

法制における立法の歴史によるもので

しょう。財務省も、ガバナンスや透明性

に著しく差のある広義の各種公益法人

に画一的に税制を適用することはでき

ないと考えていると思います。

堀田 新しい公益法人になれば、天下

りや談合、随意契約などがなくなると勘

違いしている人が多いのですが、それと

これはまったく別の問題です。公務員の

再就職、あるいは官の取引にどういうタ

ガをはめるかという問題は、法人制度と

はまったく関係ありません。ですから、

考えようによっては、今度の改正で官庁

の外郭団体はつくりやすくなる、あるい

はやりやすくなるということはあるかも

しれません。

――堀田さんがおっしゃったように、よ

くないことをしている公益法人に対する

指弾の声が制度改革を進めた要因の1つ

であることは間違いありません。そうす

ると、世論のバックアップを得るために

は、単に縛りをきつくするだけでなく、

現在ある2万数千の公益法人のなかで、

おかしな団体を摘発するようなことが必

要かもしれませんね。
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堀田 それは、我々もずっと主張して

きたことです。公益法人改革を成功さ

せるためには、官益法人や不良法人は

排除しなくてはいけません。しかし、そ

れを公益法人改革でやろうとしてもで

きない。ですから、業務委託のあり方と

か、官のお金の集め方や、天下りの問題

などもあわせて、しっかり考えてほしい

と要望してきました。

公益法人認定に設けられた

きわめて高いハードル

――一般法人から公益法人への認定は

相当きびしいということですが、一番の

懸念はどういうところになりますか。

太田「公益目的事業は、収支相償うも

の以下でなければならない」という規定

があります。つまり、儲けてはいけな

い、あるいはせいぜい収支とんとんでな

ければいけないということです。これで

は、どんな法人も長続きしません。いく

ら公益目的事業だといっても、赤字か

利益ゼロの事業を永遠に続けることは

できないでしょう。

しかも、寄付金は収入とみなされま

す。ですから、寄付金を一生懸命集め

てやれ助かったと思っても、それを余ら

せると、収支を相償うもの以上、つまり

黒字になっているから駄目だというので

す。非営利公益法人における自立的な

資金循環をどう考えているのかが、一番

の問題だと思います。

また「公益目的事業支出が全支出の

50％以上でなければならない」という公

益目的事業比率にも大きな問題があり

ます。会費や寄付金だけでまかなえるよ

うな法人は例外的です。収益事業をや

って一生懸命稼いで、それをさらに公益

目的事業に使おうというところが多い

のですが、収益事業の費用が多いと

50％を割るところが続出します。

法律はもうできてしまったので、そこ

を何とかガイドラインの段階で柔軟な扱

いを認めてもらうべく、いま頑張ってい

るところです。

堀田 これは非常に難しい問題で、結

局「公益とは何か」というところに還っ

てきます。

結局、今回の公益認定のための法律

では、その定義がしっかりできませんで

した。この問題は、太田さんたちと立ち

上げて私が座長を務めた「民間法制・

税制調査会」でも相当議論したのです

が、それぞれ見解が違うのです。

新しい法律では、公益事業を「受益

者が不特定多数であり、学術・科学振

興、文化・芸術振興、高齢者福祉の増

進、公衆衛生の向上などの23分野を目

的とする事業」と定義しています。しか

し、受益者が不特定多数で、そうした

事業を行っている営利法人はたくさん

あります。つまり、その定義だけだと営

利事業も公益事業になってしまいます。

営利目的の法人が入ってきては、公益

法人は成り立ちません。それらを除外す

るために、「儲けてはいけない」とした

のです。営利法人を締め出すためには正

しかったのですが、締め出しすぎること

になってしまいました。

非営利法人も収益で剰余金を得るこ

とは大切だし、非営利の分野でも剰余

金を得ることは可能です。たとえば福祉

分野で、営利事業のような高い金額は

払えなくても謝礼金程度のお金なら支

払えますという経済層の受益者を対象

にサービスを行った場合、とても営利事

業ではできないような金額ですから、非

営利でやらざるをえません。しかし非営

利でも、お金はある程度入ってくること

になります。そして、サービス提供者が

社会貢献のためボランティアとして、あ

るいは労働報酬以下でサービスを提供

すると、形式的に剰余金が出ます。

同様のことが、教育や芸術の分野で

もあるでしょう。たとえば、芸術を広め

るために学生たちを対象に交響楽団の

コンサートを開こうという場合、通常の

チケットのような何万円もの金額ではな

く、数千円負担してもらおうというと

き、儲かるわけではありませんが、お金

が入ってきます。つまり、儲かるか無料

かということではなく、その中間が非常

に大事なのです。しかも、その中間の部

分に対するサービスのニーズは、社会が

成熟するにつれて増えていくでしょう。

ところが法律は、営利法人を締め出

すために、「儲けるな」と線を引いてし

まいました。これにより、いまの社会で

非常に重要な、公益サービスが必要な

この中間の領域に対して、公益法人で

はサービスが提供できにくくなってしま

ったのです。

剰余金や儲けに着目するのではなく、

儲けの使い方、おかしな使い方ができな

いように縛りをかけるべきでした。そう

であれば、儲けたいところは入ってこな

いし、必要なことをやりましょうという

ところしか入ってこなくなります。

――3～4年分程度の運営資金をプール

できないと、何かあったときに組織を続
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けられないし、被雇用者に対する保障も

できないですよね。

太田 それについては、1年分しか認め

ていません。

先ほど堀田先生は教育を例に出され

ましたが、日本のフィランソロピーの原

点は各地域における奨学資金で、その

多くが貸与です。貸与した奨学金を返

してもらって、また次の学生にまわして

いくという、資金の輪廻のようなもので

す。あげてしまえばそれでいいというも

のではなく、自分たちが世話になったか

ら、それをまた社会に還元しようという

ものです。

それが今度の認定基準では、奨学資

金の貸与は費用ではないとみなすことに

なりました。資産の貸与であって、貸付

金だから、費用はゼロとみなすのです。

そうすると、公益目的事業支出は50％

以下となる可能性が高くなります。

先日、奨学資金の貸与を主にやって

いる財団の方たちとお会いしたのです

が、皆さん「我々は日本の公益の原点

を担ってきたのに、いったいどう考えて

いるんだ」と憤慨していました。

堀田 結局、そういう一番大事な部分

について法律は逃げて会計基準ができ

てしまった。会計基準は、公益がどうい

うものかということを考えてつくってい

るわけではありませんからね。この会計

基準のおかしなところ、法律の基本精

神にあわないところを改善していくこと

は、これからの作業だと思います。

事務的負担の多さが

今後、問題になる

――そのほかの問題点はいかがですか。

堀田 枝葉末節なことで事務的負担を

強いることです。いったん公益認定され

ても、いつか取り消されるかもしれませ

ん。そのときは残余財産に相当する金

額を公益贈与しなければならないことに

なっています。それはそれで正しいと思

いますが、50年先、100年先いつ起きる

かわからないことのために、毎年非常に

細かい計算が必要になります。いわゆる

ヒストリー管理が、公益法人にとって非

常な事務的負担になるでしょう。

太田 一般法人から公益法人に認定さ

れるときの必要書類も膨大で、「その他、

行政庁が必要と認める書類」という包

括的なものを除いて20種類あります。そ

の中には「就任する役員が資格制限に

該当しないことを説明する書類」という

ものがあります。これはつまり、暴力団

員などではない、刑事罰を受けたり脱税

をしていないことを説明する書類という

ことです。しかし、そういう説明はいっ

たいどうやってするのでしょうか。暴力

団員ではないなどという欄に○をするだ

けでもし違っていたら取り消すというや

り方にすべきです。

また、「公益事業を行うための経理的

基礎や技術的能力があること」と認定

要件にあるのですが、それを説明する書

類が必要だと書いてあります。さらに細

かく、経理的な基礎について、監事に公

認会計士または税理士が就任している

か、あるいは非営利法人または営利法

人で5年以上経理を経験した人が監事に

就任しているか、または専門の会計士、

税理士に会計をみてもらっているか、い

ずれかに該当すれば経理的な基礎があ

ると判断し、それ以外は説明をして下

さいとなっています。このように暗に公

認会計士や税理士などの関与を推奨す

るような書き方も誤解を呼んでいます。

最近、「公益事業はやっているけれど、

収益事業もやっていないし、寄付金も

そんなにないから一般法人になります」

というところが増えてきました。そうい

うところは公益法人になっても税制上

の違いはあまりないし、一般法人だとな

んの監督もありません。一方、公益法人

になるためには、いま言ったように非常

に煩雑な手続きが必要ですからね。

堀田 そういう団体が非営利事業、特

に公益事業をやっていくと、やはり寄付

が必要になっていくでしょう。寄付金の

控除がある公益法人にならないと、将来

的に発展しません。しかし、発展するた

めに公益法人になろうとしたときに問題

になるのが、やはり公益性の認定です。

特に営利事業との区別が問題になる

ので、自立しながらやっていこうという

ところだと、要求される資料が非常に多

くなります。なぜ資料が多くなるかとい

うと、公益認定のための法律が曖昧に

なっているからです。基準が何もないと

ころで認定しようと思ったら、第三者委

員会も大変です。「ここは公益法人にし

ないのか」「こんなところを公益法人に

するのか」ということもたくさん出てく

るでしょう。そうなった場合、第三者委

員会は判断を保留せざるをえません。す

ると、「もっと判断の参考になる資料は

ないのか」ということで、どんどん資料

を要求するでしょう。そういう事態にな

れば、結局、認定が滞留していきます。

法人制度は詰めが足りなかったです

ね。たぶん、運用に相当な悪影響を及

ぼすことになるでしょう。

太田 裁量権に委ねる部分が多ければ

多いほど、無駄な調査をすることになり

ます。ですから、基本要件をすっきりと

書くことです。そこがすっきりしたら、

それに必要なものがはっきりしてきま

す。しかし基本要件が曖昧だと、いくら

でも好きに要求できます。ですから、基

本要件をすっきりさせることが、ものの

筋として先決でしょうね。

介護保険制度以上の

抜本的改革が必要

――法律はできてしまったのですから、

これからの問題は、それにどう対処して

いくかですね。

太田 ガイドラインはこれからなので、

もう少し柔軟な対応ができるようなもの

にするような働きかけが必要です。それ

をいま我々はやっている、あるいはやろ

うとしているのです。

しかし、ガイドラインで救済できる部

分はごくわずかでしょう。ですから、次

の手は法律改正だろうと思っています。



見直し条項も法律のなかにありますか

らね。法の施行前に法律改正しても悪

くないだろうと思います。

堀田 介護保険制度は、ほとんど抜本

的ともいえる見直しをしました。それに

類するくらいの、あるいはそれ以上の新

しい領域ですから、しっかりした委員会

をつくって、抜本的な見直しをしなくて

はなりません。会計基準も見直さなくて

はならないでしょう。

先日、公益法人会計をつくりました

が、あれは公益性認定には全然役に立

ちません。ですから、その見直しもあわ

せてやらないといけないと思います。

太田 そう思います。また、財務や財産

に関する認定要件が、法律から政省令、

ガイドラインと下りるにつれて、会計的

な見地から非常に精緻さと整合性を求

めるあまり本来の理念や趣旨からどん

どん離れていっているような感じがしま

す。そのため我々の実情からすれば、と

てもおかしなこともでてきています。

堀田 今回の法改正にあたっては、事

前に有識者会議なども行われたのです

が、民間活力を最大限に活用するため

の改革だという考えの人が、委員のなか

で少数派だったことが問題でした。これ

から更地に建物を建てるような気持ち

で見直すことが大事だと思います。

あるべき姿には遠いですが、みんなで

頑張ったお陰で、よくなった点もないで

はない。今後もさらによくしていかない

と日本は成り立っていきませんから、努

力を続けるしかありません。

よくするためにまず何が必要かといえ

ば、公益認定をいかに客観的にできる

ようにするか、官の裁量をなくすかとい

うことになります。公益認定について

は、営利でやれる部分と、非営利でなけ

ればいけない部分を客観的に分ける方

程式をどう出すかです。それができて、

いまのNPOが資料を出さなくても公益

法人になれるようになれば、彼らももっ

と入ってくるでしょう。

世の中はどんどん動いていて、新しい

公益がどんどん生まれていま

す。今回、収支のバランスと

いう意味で、どれだけ費用を

使ったかという形式をみて絞

り込むことになりましたが、

これでは先にも述べたように、

いいところを殺してしまいま

すし、NPOも入ってこれませ

ん。

最近、PFI（Private Finance Initia-

tive：公共サービス提供の際に施設が必

要な場合、公共が施設を整備するので

はなく、民間が施設整備とサービスを提

供する手法）が出てきて、従来の公益

の領域にどんどん営利事業が参入して

います。この方式自体はいいもので、社

会的なトレンドでもあるのですが、日本

で現実に何が起こっているかというと、

営利事業の賃金の締めつけです。官が

締めつけた報酬のなかで営利事業をや

ろうとしたら、人件費を締めるしかあり

ません。ですから、人件費が不当に安く

なって、少し景気がよくなるとたちまち

人がいなくなります。いま介護保険は、

まさにそういうことになっています。

景気の悪いときは営利事業も入って

きますが、景気がよくなったら入ってき

ません。それではと非営利がやると、剰

余金が出たりします。非営利は、人件

費は志でやっているし、役員が給料をも

らわずにやっていたりするから、人件費

が圧倒的に安いですからね。しかし、新

しい制度では剰余金を出したら駄目で

すから、非営利も入ってこれなくなりま

す。官が費用を決めて安くやっていこう

という方式は、成功していないのです。

――見直しのために今後訴えていく対象

は、やはり世論と、政治家、官僚という

ことになりますか。

太田 もちろんです。できれば、官民が

一緒になって勉強会をつくりたいです

ね。

――あるいは、現在の法律を走らせてみ

て、「いくらなんでもおかしいのではな

いか」という声が出てくるのを待って変

えていくというのも、1つの手段ではな

いでしょうか。

太田 移行期間の間は、なかなか変え

られないと思います。最初のほうではこ

ういう解釈では駄目だったけれど、あと

のほうではよかったとなったら不公平論

が出てきますから、本当は移行前にやら

ないといけないでしょうね。

堀田 あの要件だと、なるべく自立し

ようと一生懸命やっているような小さな

ところが落とされてしまうことになりか

ねません。

太田 そういう小さくてもキラリと光る

公益法人が、「とても20種類以上もの書

類など準備できませんから一般法人で

いいです」と申請を出す前に諦めてしま

うことを懸念します。

――なんだか将来に希望がもてない話に

なってきましたね。

堀田 しかし、真っ暗ななかに、それで

も少しは光が差してきたとはいえます。

太田 私は8年間民の立場から一貫して

携わってきたので、たとえ問題の多い制

度であっても情が移ってしまいました。

ですからこの制度を、公益活動をしよう

という市民になんとか利用していただき

たいと訴えています。多くの公益法人が

今後の社会で民間の公益を担うことこ

そ、今回の改革の目的です。そのため、

公益法人協会としては柔軟で簡便な認

定手続きを引き続き求めていきますが、

申請しようとする法人にとって便利な

申請・管理ソフトのようなツールも開

発したいと考えています。
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日印の知的懸け橋を目指す

SPFインド研究会

SPFインド研究会は、日印の知的懸け

橋となると期待される若手インド研究

者の育成を目的として2006年3月に発足

した。経済学・政治学を専攻する若手

研究者――06年度は佐藤隆広（大阪市

立大学准教授）、佐藤創（アジア経済研

究所研究員）、二階堂有子（前東京大学

社会科学研究所助教、06年度のみ）、三

輪博樹（筑波大学助教）、永石信（国際

経済労働研究所研究員）、馬場敏幸（法

政大学准教授）の諸氏、07年度は上記

メンバーに加藤篤史（青山学院大学准

教授）、浅野宜之（聖母女学院短期大学

准教授）、伊藤融（島根大学准教授）、

上池あつ子（甲南大学非常勤講師）、福

味敦（東海大学専任講師）を加えた諸

氏がメンバーである。また、顧問として

原洋之介氏（政策研究大学院大学教授）

にご就任いただいた。

これまで3度インドを訪問し、デリー、

バンガロール、トリヴァンドラム、ゴア

の各研究所で研究成果を報告し、意見

を交換してきた。また、いくつかの日系

企業やインド企業も視察した。

日本にとってインドが「神秘の国｣

になった理由

「日印関係の戦後史」といって、日本人

が思い出すインド人は誰だろう。初代首

相ジャワハルラール・ネルーを別格とす

ると、おそらくチャンドラ・ボース、ビ

ハーリー・ボース、ラダビノド・パール

の3人に尽きるのではないだろうか。い

ずれもベンガル人である。日本側からみ

た日印関係とは、日本人とベンガル人

の関係であるといっても過言ではない。

この3人より時期は先だが、もう1人

のベンガル人として、岡倉天心と交友

のあったことで知られる、アジアで最初

のノーベル文学賞受賞者ラビンドラナ

ート・タゴールをあげることができる。

あるいは逆に最近では、アジアで最初の

ノーベル経済学賞受賞者アマルティ

ア・センもベンガル人であって、彼は足

繁く日本に通っている。さらに、我が国

で根強い人気のあるインド映画の巨匠

サタジット・レイもベンガル人である。

また、かつてエコノミストの間で高く評

価されていた、ネルーの5カ年計画を支

えた統計学者プラサンタ・チャンドラ・

マハラノビスもベンガル人であった。

それにしても、なぜ戦後の日印関係

を代表するインド人は、チャンドラ・ボ

ース、ビハーリー・ボース、ラダビノ

ド・パールの3人なのであろうか。チャ

ンドラ・ボースは、反英独立運動の先

頭に立ったインド国民軍の指導者であ

る。日本人女性と結婚した、「もう1人の

ボース」あるいは「中村屋のボース」と

して知られるビハーリー・ボースも反英

独立運動の過激な戦士であった。日本

にとって彼らは、大東亜共栄圏樹立

（インパール作戦）のため、あるいは連

合国からのビルマ防衛のため利用可能

なコマとして評価されてきた。またパー

ル判事は、極東国際軍事裁判でA級戦犯

全員に対して無罪判決を主張したこと

が評価されてきた。いずれの場合も、日

本のナショナリスティックな利益を擁護

したという、偏狭な機能主義的・功利

主義的観点での評価である。

こうした日本側のインド理解は、ネル

ーの登場によって一時期変わったよう

に思われる。おそらくネルーのノーブル

で毅然とした態度――とりわけ彼が「英

国育ち」であったこと――が大きく作用

し、日本人はインド人を「尊敬」の念を

こめて見るようになった。

戦後初めてのインド政府国費留学生

にしてインド研究のパイオニアである荒

松雄氏は、インド着任早々奥様に宛て

た手紙に「目玉焼きは卵が2つ、バター

も本物、たっぷりミルクを入れた紅茶は

飲み放題、食水準は東京より何倍もあ

がった。心配無用」と書き送ったと述べ

ている。敗戦で自信を喪失した日本人

に、ネルーの非同盟中立の提唱は一条

の光明として魅力的に映った。日印の

蜜月時代の到来である。研究交流も盛

んに行われるようになり、1951年からは

ゴアの民間企業に対して投融資が始ま

り、我が国の鉄鋼業の基礎となる鉄鉱

石の開発輸入が始まった。

日印関係の課題とSPFインド研究会

法政大学経済学部教授　絵所秀紀

国際社会におけるインドの重要性が増す一方で、日本のインド研

究者の多くは宗教学や地域文化の領域に偏在し、政治、経済、社

会、安全保障などの分野の専門家が不足している。このような状況

の改善のため、笹川汎アジア基金は、「日本における次世代インド

専門家育成」事業を2006年度から3年計画で立ち上げ、政治、社

会、経済、安全保障の諸分野の若手研究者（30～40代前半）を集

め、「SPFインド研究会」を発足させた。

この事業では、定例研究会の開催やインドでの現地調査、論文執

筆、インド側の専門家を交えた研究ワークショップの開催など、対

印戦略・政策形成立案に際し、知的貢献のできる質の高いインド

専門家の育成を目指した活動を行っている。
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しかし、この蜜月時代は長続きしな

かった。60年代半ばから日印関係は疎

遠の一途を辿った。この原因は、日印

双方にあった。インドは60年代半ばに独

立後最悪の政治経済危機に直面した。

ネルーが死去し、中印紛争と印パ紛争

が続き、2年続けてモンスーンが不順と

なり、外貨が逼迫した。米国と世界銀

行に緊急支援を仰いだが、結果は裏目

に出て対印援助は激減した。行き場を

失ったインドは反米外交を推進し、ソ

連との連携を深めることになった。一

方、日本は高度経済成長を経験し、米

国との連携をますます深めるなかで生活

の豊かさを実感するようになった。この

過程で、日本人の理解する「アジア世

界」の視界からインドは消えてしまっ

た。インドは「神秘の国」となり、「一

度足を踏み入れると人生観が変わる」

国になった。

空白期間は、あまりにも長かった。鈴

木自動車工業（スズキ）がインドに進出

し、「マルティ」と呼ばれる小型車を製

造しはじめた80年台中葉に一時期イン

ド・ブームが起こったが、この火の手は

広く燃え上がることなくしぼんでしまっ

た。91年からインドが本格的な経済自

由化に着手して以来、我が国の企業が

大きく出遅れた理由はそれ以前の長い

空白期間ゆえである。

地に足が着かない

日本のインド・ブーム

最近になってようやく燃え上がってき

たインド・ブームは、あらゆるブームが

そうであるように、どことなくうつろで

はかなく、地に足が着いていない。「中

国の次はインドだ」とか「やがてインド

は中国を抜く」とか掛け声だけは威勢

がいいが、実態が伴っていない。当然で

あろう。歴史的に積み重ねてきたものが

ないためである。ネルー時代に培った人

間関係も、いまではほとんど途絶えてい

る。政府も民間企業もインドを見限る

なかで、ブームにまどわされることなく

細々と研究を続け

てきた数少ないイ

ンド研究者だけが、

インドの変貌ぶり

に当初は喜び、や

がて心底驚き、時

折呆れ、そして戸

惑いを隠せないで

いる。

それ以上になん

とも浅薄な感じを

受けるのは、ブーム

のなかで展開されているインド論であ

る。たとえば、「チャイナ・リスクが高

まっているので、日本企業は中国から譲

歩を引き出すために、もっとインドに進

出すべきである」とか、「中国とインド

で同時並行的に経済協力、経済分業を

進めることによって、バランスをとり、

かつある種の代替関係をうまく使って

いくことが必要だ」といった議論であ

る。米国政府が中国の対抗馬としてイ

ンドを利用するというのなら、まだ話が

わかる。インド側も、そのことはよく知

っている。しかし、日本は米国ではない

し、まして日本企業が「中国から譲歩

を引き出すために」インドに進出するな

どということはありえない。

あまりの浅薄さに開いた口がふさがら

ないとはこのことだが、それ以上に夜郎

自大的な発想――かつて横行していた

機能主義的・功利主義的なインド理解

とまったく同型――におぞましさすら覚

える。相手の心情に対する理解が完全

に欠けているだけでなく、そもそもイン

ド側が世界や日本をどう理解しどう評

価しているのかという点に対する関心が

欠落している。

科学的アプローチで

インド人と接していく

ネルー時代の日印関係をきらびやか

に彩っていたのは、松本重治率いる国

際文化会館を中心とする活動である。

日印の一線級の研究者、政治家、経営

者が集まったそれは、一種のサロンとし

ての性格を帯びていた。文化交流は相

互尊重の精神を前提とする。SPFインド

研究会が目指しているものは、さすがに

サロンとはいかないものの、相互尊重の

精神をもって誠実にインド理解を深め

ていくことである。時代の流れにまどわ

されることなく――いたずらに尊大にな

ることもなく、いたずらに卑屈になるこ

ともなく――科学的アプローチをもって

インド人と接することである。

インドを担当している企業の方のな

かには、インドは社会主義国家だと信

じている人もいれば、がちがちにカース

ト制度に縛られた社会であると信じて

いる人もいるし、インドの小学生は皆

「20×20まで暗算できる」と思いこんで

いる人もいる。こうした言説に触れる

と、これまで積み重ねてきたインド研究

の成果がまったく浸透していないことに

空しさを覚える。しかし、こうした「信

仰」の上に成立しているインド像が虚像

であることを粘り強く知らせることも、

我々の責務であろう。

絵所秀紀（えしょ・ひでき）
1947年8月21日生まれ。法政大学大学院社

会科学研究科経済学専攻博士課程単位満期

退学。72年4月～75年3月法政大学経済学

部助手、75年4月～84年3月同助教授、84

年4月より同教授。『現代インド経済研究』

（発展途上国研究奨励賞受賞）、『開発の政

治経済学』（国際開発研究大来賞受賞）、

『開発経済学とインド：独立後インドの経

済思想』など多数の著書がある。

2007年8月、ムンバイを訪れFuture Group社のチーフエコノミスト、ルーパ・プ
ルショサーマン女史との意見交換を行う「SPFインド研究会」メンバー
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民主化と持続的な発展に貢献する

指導者の育成を目指す

笹川汎アジア基金は、2003度より

「中央ユーラシア地域の若手指導者育

成」事業を支援している。03年度から

05年度まではフェーズⅠとして米国の

東西研究所に、06年度からはフェーズ

Ⅱとして3年計画で米国のグローバル・

ネットワーク財団に助成している。

ソ連邦崩壊後、中央ユーラシア地域

（中央アジア、コーカサスやその周辺）

では多くの国々が独立を果たしたが、独

立から十数年を経たいまでも安全保障、

経済発展、環境汚染、国際犯罪、テロ

リズムなどの諸課題が山積している。本

事業は、中央ユーラシア地域の民主化

と持続的かつ安定的な発展を目指し、

このような課題に対処できる次世代の

指導者を育成することを目的として、

「中央ユーラシア指導者アカデミー

（CELA: Central Eurasia Leadership

Academy）」などの研修をはじめ、さま

ざまな活動を実施するものである。

毎年1回、アフガニスタン、カザフス

タン、ウズベキスタン、キルギス、タジ

キスタン、トルクメニスタン、アルメニ

ア、アゼルバイジャン、グルジアから選

抜された約40人を対象に、イスタンブー

ルのコチ大学で約10日間の集中研修を

行っている。参加者の内訳は、中央政

府や地方政府の公務員、民間企業関係

者、メディアやNGO関係者などで、各

対象国から4～5人ずつ、男女同数が参

加している。研修コースでは、全体講義

の後いくつかのグループに分かれて議論

を繰り返す。

本年度は、07年7月15日か

ら24日の10日間にわたり、第

6回目の研修コース（CELA6）

がコチ大学で実施され、対象

国から選抜された45人が参加

した。参加者は7つのグループ

に分けられ、リーダーシップ

に関する講義と議論が行われ

た。講義では、各講師が理想

的なリーダーの資質、リーダ

ーシップの定義や必要な要素、人間関

係構築、成功・失敗するリーダーの条

件、その評価などのテーマが取り上げら

れ、各グループで議論やロールプレイン

グが行われた。

研修の感想を寄せてくれたグルジア

のセア・ケンチャッゼ氏（次ページ参

照）をはじめ、参加者の多くが、この研

修がリーダーシップの理論と実践を学

ぶだけでなく、他の参加者とのネットワ

ークを構築するうえでも有意義であった

と評価している。

人的ネットワークの構築を通じ

地域の安定化促進にも貢献

本事業では、前述のCELA研修のみな

らず、研修終了後に対象地域2カ所で政

治・経済や社会問題に関するセミナー

を開催するなど、さまざまな活動を展開

している。本年度は、2007年10月にキ

ルギスでこれまでのCELA研修生のネッ

トワーク維持のための手法について、ま

た11月にはウズベキスタンで地域ビジネ

ス発展について、それぞれセミナーが開

催された。

また、ウェブサイトwww.celapro-

gram.org/を開設し、研修生同士の情報

交換や人的ネットワークの維持につと

めている。これまでの本事業の参加者の

なかから、グルジアのエネルギー大臣、

同教育副大臣、キルギスの大統領経済

顧問が誕生し、若手指導者の育成とい

う点で確かな成果があがっている。

さらに本事業は、個人の能力向上と

ともに、人的ネットワーク構築という面

においても意義がある。ネットワーク構

築に関していえば、本事業の会議への

参加を通じてさまざまな国の人々と知

己を得ることができるという横のつなが

り、さらに帰国後、自国のCELA研修生

のOBやOGとネットワークを築けるとい

う縦のつながりの双方があげられる。

たとえば、アルメニアとアゼルバイジ

ャン両国の交流がナゴルノ・カラバフ紛

争による民族対立で途絶えているなか

で、あるアルメニア人の研修生は、この

研修コースに参加することによって初め

てアゼルバイジャン人と会話したと述べ

ている。このような機会を提供すること

によって、個人の能力向上を通じた人

材育成、人的ネットワークの構築を通

じた中央アジアやコーカサス地域の安定

化促進に、微力ながらも貢献している

と確信している。

P R O J E C T  R E P O R T

「中央ユーラシア地域の若手指導者育成」事業

笹川汎アジア基金事業室研究員　吉田康寿

2007年7月24日、研修の最終日には今後のフォローアップについて
話し合いがされた



CELA研修で得られた

貴重な人的交流体験

「中央ユーラシア指導者アカデミー

（CELA）」は、6年目のリーダーシップ

研修（CELA6）を成功裏に終えた。参

加者は、南コーカサスと中央アジアの

国々（アフガニスタン、アルメニア、ア

ゼルバイジャン、グルジア、カザフスタ

ン、キルギス、トルクメニスタン、タジ

キスタン、ウズベキスタン）の政府、企

業、地域社会の若手専門家45人である。

優れた指導者になるための最新の知識

や能力、考え方などを学ぶ10日間の集

中的な研修プログラムに、私は5人のグ

ルジア代表の1人として参加した。

CELA研修でまず感じたのは、前途有

望な熱意ある若手専門家――CELAでは

研修生を「変革の推進者」と呼ぶ――

を集めた強力なネットワークを構築し、

それによって中央ユーラシア全域でリー

ダーシップのある指導者を育てていこう

という強い意志である。開放的で快適

なコチ大学のキャンパスに足を踏み入

れ、オリエンテーションを受けただけ

で、私は特別なものの一部になったよう

な気がした。そして、CELAがその参加

者についていう「新世代の並はずれて優

秀な人材」に自分が含まれているのだと

思えるようになった。

私はそれまで、あれほど多くの優秀な

若者に会ったことがなかった。ソ連崩壊

後も人的交流が限られているため、この

研修は衝撃的な体験だった。研修に参

加することで、地域文化の多様性をよ

り深く理解するとともに、共通性を再

認識できた。それが、長期的な友好関

係の構築に役立つことを期待したい。

こうした人的交流という側面こそ、

CELAの最も特筆すべき恩恵の1つだろ

う。

綿密に計画された

10日間のプログラム

10日間のプログラムは綿密に計画さ

れており、教育モジュールと双方向学習

を効果的に組み合わせた活動を行う。

誰もが満足できる内容である。プログラ

ムは、限られた時間のなかでできる限り

正確かつ効率的に知識を伝えるという

原則に基づいてつくられている。

研修を成功させるカギは徹底した相

互交流だが、CELA6では十分な交流の

機会が与えられた。カリキュラムは、理

論的学習と実践的学習が完璧なバラン

スで組み合わされている。合同講義のほ

かに小グループに分かれて行われる集中

的な学習があり、カリキュラムの主要部

分に担当講師がついて指導する。

運営サイドと講師陣が参加者のニー

ズにきわめて行き届いた対応をしている

点も特筆に値する。柔軟なプログラム

で、常に内容改善のための方法を模索

している。参加者は自分の話をよく聞

いてもらい、その意見が研修に反映され

ていると感じることができる。

講師陣のこうした配慮に加えて、協

調の精神が行き渡っているため、CELA

研修では自分の経験とスキルを他の参

加者と比較し、自分の強さや弱さをよ

り深く理解できるようになる。活動を通

じて自分自身をよくわかっていたと思う

こともあるし、新しい能力を発見するこ

ともある。これは、変革管理、チームづ

くり、人格評価、重要な決断、意思決

定といった、優れたリーダーシップを形

成する概念に触れることによってもたら

される。また、ロールプレイングやシミ

ュレーションなどの手法によって、参加

者がプログラムを最大限活用できるよ

う配慮されている。

そして、CELA研修で最も素晴らしか

ったのは、プログラムの支援、企画、実

施に携わる人々、講師陣、そして参加

者たちと、多くの出会いがあったことで

ある。人を力づけるという姿勢は、

CELAが発信しつづける最も重要なメッ

セージの1つである。私は研修によって、

自身の指導力を磨くこと、自分の周囲

の人を元気づけ、励ますことの必要性

を強く認識した。

研修参加前に、かつてグルジアの

CELAフェローだった人たちと会う機会

があった。私は、彼らがCELAでの経験

をいまなお興奮気味に熱く語ることに

強い印象を受けた。正直なところ、彼ら

の熱意にやや面食らいながらも興味を

そそられた。いま私は自分の経験を振り

返り、「私も熱烈なCELA崇拝者の仲間

に入った」といえる。この地域の多くの

若者たちが、CELAに参加する機会が与

えられることを願っている。
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Voices

2007年「中央ユーラシア指導者アカデミー
（CELA）」プログラムを振り返って

グルジア戦略国際問題研究財団（GFSIS）リサーチフェロー　セア・ケンチャッゼ

セア・ケンチャッゼ
（Thea Kentchadze）

1997年トビリシ国立大
学国際関係学科卒業。
97～2002年、グルジ
ア大統領府外交政策分

析部門アドバイザー。01年、米国デンバ
ー大学国際問題大学院で国際問題専攻修
士号を取得。02～04年、議会内会派の
「ニューライツ（新権利）」スタッフメン
バー。04年よりGFSISリサーチフェロー。
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岩下明裕編、北海道大学スラブ研究センター発行―― SPFが

北海道大学スラブ研究センターと共催した国際シンポジウム

の報告書

Nagesh Kumar, K. Kesavapany, Yao

Chaocheng編、Research and Information System for Developing

Countries, Institute of Southeast Asian Studies発行――「アジ

アの域内協力強化へ向けて／フェーズII」事業（2006～08年

度）の成果物

Wisarn Pupphavesa編、Thailand

Development Research Institute, Centre for Studies in International

Relations and Development発行――「ベンガル湾諸国と日本の

包括的な経済協力関係の構築」事業（2005～07年度）の成果物

笹川平和財団発行（オンデマンド出版）――中

山俊宏氏による講演録

笹川平和財団発行（オンデマンド出版）――ミャンマー

研究の専門家を招きSPFが主催したセミナーの講演録

■笹川汎アジア基金「アジア安全保障会議：セントサ円卓会議」

本事業は、ASEANよりさらに

広域なアジア地域において、経

済、政治、社会等の分野の共同

体構築に向けた道筋を探ること

を目的としている。1月17、18

日、シンガポールのセントサ島

で安全保障共同体の構築をテーマに円卓会議が開催された。

タイ、マレーシア等ASEAN諸国に加え、日本、米国、中国、

オーストラリア、インド等アジア域内外から有識者が参加し、

域内協力の拡大・深化の流れをいかに共同体構築の方向に収

斂させるかを議論した。

■ 笹川中欧基金事業「中欧諸国

のフィランソロピー推進」

1月8、9日、ラオスで開催され

た国際会議「Developing Legal

Framework on Civil Societies」に

おいて、助成先であるハンガリ

ーのNIOK Foundationが中欧諸国のNPOセクターを取り巻く現

状や法制度について発表した。会議へは、ラオス中央政府関

係者や各県の実務レベルの責任者、NPO関係者、欧米の有識

者、国際機関関係者約80人が参加した。

■笹川汎アジア基金事業「日・印要人ネットワーク強化――

インド国会議員団訪日交流」

2月3日から1週間、インドのラ

フル・ガンディー国民会議派幹

事長はじめ若手国会議員5人を招

へいした。一行は、福田首相や

森元首相、安倍前首相、甘利経

産相、高村外相を表敬訪問し、政治、経済、投資、教育、文

化の多方面で意見交換を行ったほか、ソニーやトヨタなどの

企業の視察を行った。

■ 笹川汎アジア基金事業「アジアのジャーナリズム支援／フ

ェーズⅡ」

2月14、15日、タイ公共放送

（MCOT）と連携し、第8回アジ

アジャーナリストフォーラムを

開催した。東南・南・中央・北

東アジア計14カ国から約25人の

ジャーナリストが参加し、地球

温暖化と気候変動の危機に直面するなかでジャーナリズムに

提示されている課題は何かをメインテーマに議論した。

笹川平和財団 〒107-8523 東京都港区赤坂 1-2-2 日本財団ビル4階
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